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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第74期

第１四半期連結
累計期間

第75期
第１四半期連結

累計期間
第74期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (百万円) 56,810 59,252 231,504

経常利益 (百万円) 2,129 2,540 8,009

四半期（当期）純利益 (百万円) 1,317 1,448 4,369

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,564 1,606 6,839

純資産額 (百万円) 73,075 78,265 74,997

総資産額 (百万円) 172,254 181,603 174,367

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
(円) 46.31 50.90 153.58

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 41.5 42.2 42.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、次のとおりであります。

 <複合ソリューション事業>

　鳳選鉱㈱は事業の一部を当社に譲渡したことにより、平成26年４月１日付で、所属する事業セグメントを<複合ソ

リューション事業>から<その他>に変更しております。

　平成26年５月１日付で九州産交運輸株式会社の全株式を取得したことにより、同社及び同社の子会社である株式会

社産交運輸物流サービスを関係会社（連結子会社）としております。

 <国内物流事業>

　関係会社の異動はありません。

 <国際物流事業>

　平成26年６月11日付で当社ならびに当社の100％子会社であるコウノイケ・シッピング株式会社及びKONOIKE

TRANSPORT AND ENGINEERING(H.K.)LIMITED.と共同でAnpha-AG Joint Stock Companyの全株式を取得したことによ

り、同社を関係会社（連結子会社）としております。

 <その他>

　上記のとおり、鳳選鉱㈱は所属する事業セグメントを<その他>に変更しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

 

　Anpha-AG Joint Stock Companyの株式取得

　当社は、平成26年４月15日開催の取締役会において、当社ならびに当社の100％子会社であるコウノイケ・シッピ

ング株式会社及びKONOIKE TRANSPORT AND ENGINEERING(H.K.)LIMITED.と共同で、ベトナムのAnpha-AG Joint Stock

Companyの全株式を取得し子会社化することについて決議し、同日付でAnpha-AG Joint Stock Companyの株主らとの

間で株式譲渡契約書を締結致しました。これに基づき、平成26年６月11日付で、当社ならびに当社の100％子会社で

あるコウノイケ・シッピング株式会社及びKONOIKE TRANSPORT AND ENGINEERING(H.K.)LIMITED.は、共同でAnpha-AG

Joint Stock Companyの全株式を取得しておりますが、詳細につきましては、「第４　経理の状況　１．四半期連結

財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 経営成績

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税前の駆け込み需要により急増した個人消費が、反

動により大きく落ち込んだことを受け一時的に悪化したものの、雇用情勢の改善と賃金の上昇を下支えに落ち込み

幅は限定的なものにとどまり、期間末には再び回復する兆しが現れはじめました。消費税率引き上げに伴う負担増

などのマイナス影響により成長鈍化は避けられないものの、先進国経済の復調による外需の拡大等を背景に、景気

回復の基調は崩れずに推移するものと見込んでおります。

一方、物流業界におきましては、燃料価格の高騰に加え、ドライバー不足による人件費の増加などが構造的な問

題として続いていることに加え、生産拠点の海外移転や現地調達の進行により、円安局面でありながら輸出貨物量

が伸び悩んでいること等を受け、依然として厳しい状況で推移しました。

このような経営環境のもと、当社グループは、当第１四半期連結累計期間において株式取得により九州産交運輸

株式会社ならびにベトナムの冷凍・冷蔵倉庫事業者のAnpha-AG Joint Stock Companyを連結子会社化いたしまし

た。九州産交運輸株式会社がもつ医薬品輸送の技術及び実績と、当社がこれまで推進してきた院内物流や医療機器

物流ならびに滅菌事業等のサービスを組み合わせ、より効率的な医療物流モデルの構築を進め、国内経営基盤の強

化に取り組むとともに、定温物流事業のグローバル展開を推し進めてまいります。

当第１四半期連結累計期間の業績といたしましては、鉄鋼関連分野において、顧客の粗鋼生産量増加に伴い原料

の輸送業務ならびに生産工程請負業務が増加した他、医療関連分野において院内物流業務が伸長したこと等によ

り、売上高は592億52百万円（前年同期比4.3％増）となりました。利益面につきましては、営業利益は24億68百万

円（同23.1％増）、経常利益は25億40百万円（同19.3％増）、四半期純利益につきましては、14億48百万円（同

9.9％増）となりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①複合ソリューション事業

　複合ソリューション事業におきましては、消費税増税後の反動減の影響を受け、食品関連分野における商品保管

ならびに小売店向け配送業務の減少等はありましたが、鉄鋼関連分野において顧客の粗鋼生産量増加等により、原

料の輸送業務や顧客製鉄所内での生産工程請負業務が増加した他、空港関連分野において遅れていた中国路線便の

便数回復等を受けグランドハンドリング業務が増加したこと等により、好調に推移しました。さらに、医療関連分

野における子会社での院内物流業務等の伸長も寄与し、売上高は385億81百万円（前年同期比4.3％増）、セグメン

ト利益は31億96百万円（同10.0％増）となりました。

 

EDINET提出書類

鴻池運輸株式会社(E04341)

四半期報告書

 3/26



②国内物流事業

　国内物流事業におきましては、パソコン代替需要の増加に伴いオフィス用品配送センター業務が好調に推移した

ことに加え、定温物流分野においてコンビニエンスストア向けチルド飲料や、食品用包資材の配送センター業務、

食品原料の長距離輸送業務が増加したこと等により、売上高は128億32百万円（前年同期比4.1％増）となりまし

た。セグメント利益につきましては、平成25年３月竣工の流通センターならびに同年５月竣工のアパレル専用倉庫

立ち上げ費用の解消等により、２億97百万円（同127.8％増）となりました。

 

③国際物流事業

　国際物流事業におきましては、生産拠点の海外移転の加速を背景に、中国やベトナムを中心としたアジア諸国向

け製造設備の輸送ならびに据付業務が増加した他、輸入業務につきましても、中国からの調理家電や商品販売促進

用のノベルティグッズ取扱量が堅調を維持したことや、アパレル品取扱量の増加等により、好調に推移しました。

さらに、タイ在外子会社における冷凍・冷蔵食品取扱業務の伸長も寄与し、売上高は78億38百万円（前年同期比

4.7％増）、セグメント利益は３億40百万円（同1.8％増）となりました。

 

(2) 財政状態

①流動資産

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は694億78百万円であり、前連結会計年度末に比べ47億83百万円

増加しました。主な要因は、受取手形及び売掛金が21億62百万円増加したこと、現金及び預金が15億57百万円増加

したこと等によるものです。

 

②固定資産

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産は1,121億25百万円であり、前連結会計年度末に比べ24億53百万

円増加しました。主な要因は、無形固定資産が13億76百万円増加したこと、土地が10億87百万円増加したこと等に

よるものです。

 

③流動負債

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は523億10百万円であり、前連結会計年度末に比べ76億68百万円

増加しました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーが30億円増加したこと、未払費用が20億97百万円増加したこ

と等によるものです。

 

④固定負債

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債は510億27百万円であり、前連結会計年度末に比べ36億99百万円

減少しました。主な要因は、退職給付に係る負債が27億52百万円減少したこと、長期借入金が９億75百万円減少し

たこと等によるものです。

 

⑤純資産

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は782億65百万円であり、前連結会計年度末に比べ32億67百万円増

加しました。主な要因は、利益剰余金が31億21百万円増加したこと等によるものです。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

①基本方針の内容の概要

　当社は、当社の企業価値が、当社並びにその子会社及び関連会社（以下「当社グループ」といいます）が永年に

亘って培ってきたノウハウ及びブランドイメージに裏打ちされた経営資源にその淵源を有することに鑑み、特定の

者又はグループによる当社の総議決権の20％に相当する株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の

皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業

価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針と致します。

②基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値又は株主の皆様共

同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記(Ⅰ)の経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み、下記

(Ⅱ)のコーポレート・ガバナンスの強化の取組み及び下記(Ⅲ)の株主の皆様に対する還元に関する取組みを実施し

ております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を向上させ、それを当社

の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げ

られるような事態を防ぐことができると考えられ、これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであ

ると考えております。

(Ⅰ) 経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み

(a) 経営理念

　当社グループは、以下の３点を念頭に置いて、高い品質のサービスを提供し、世界の人々の幸福と安全で安

心な社会の実現に役立つプロフェッショナルサービス集団を目指しております。

（ⅰ）当社グループは、品格ある事業活動を通じて、顧客、取引先、株主の皆様、従業員をはじめ、全ての

人々を大切にします。

（ⅱ）当社グループは、総合物流を中心に様々な分野において、顧客が新しい価値を創造するための質の高い

サービスを提供します。

（ⅲ）当社グループは、自然と人間の共存に努め、地球環境の保全と未来社会の健全な発展に貢献します。

　当社グループは、かかる経営理念に基づき、企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上を通じた株主

の皆様を含むステークホルダーの繁栄、豊かな環境の創造と産業社会の発展、仕事を通じた社員の自己表現、

相互信頼・合理性のある組織風土の醸成等を推進しております。

(b) 中期経営計画の策定及び同計画達成のための施策

　当社では、企業価値又は株主の皆様共同の利益の向上に向けた取組みとして、平成25年３月期（平成24年

度）を初年度とし、平成27年３月期（平成26年度）を最終年度とする３ヵ年間の中期経営計画「エクスプレス

計画Vol.2　2012年度～2014年度」（以下「本中期経営計画」といいます）を策定し、実行中であります。本中

期経営計画の最終年度（平成26年度）は、売上高2,437億円、営業利益96億円、ＲＯＥ（株主資本利益率）

7.2％の達成を目指して取り組んでおります。

　また、本中期経営計画達成のための施策として、当社が現在取り組んでいる10のサービス分野のうち、本中

期経営計画におきましては、医療関連サービス、ファッション＆アパレルサービス、空港関連サービス及び定

温物流サービスの４つの事業を最注力４分野と位置付け、重点的に強化することを企図すると共に、経営効率

化を更に推進して参ります。

(Ⅱ) コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、法令遵守の徹底及び経営の健全性、迅速性の向上の観点から、企業価値・株主の皆様共同の利益の向

上のために不可欠な仕組みとして、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして認識して

おります。

　まず、当社は、東京証券取引所の定める独立役員に該当する社外取締役１名を選任すると共に、定款で取締役

の任期を１年に短縮し、株主の皆様が企業統治の在り方に直接意見を表明し得る機会を最大限確保するなど、か

ねてよりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

　また、当社は、経営環境や市場の変化、顧客の動向に迅速に対応するために、迅速かつ適正な意思決定及び業

務執行の遂行を図ると共に、事業活動に関する監査を強化することにより、取締役会及び監査役会の機能向上に

努めております。

(Ⅲ) 株主の皆様に対する還元に関する取組み

　当社では、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略などを総合的に勘案して、内部留保の充実を

図りつつ、継続的に安定的かつ業績・収益状況に対応した配当の実現を目指すことを配当政策の基本方針として

おります。

　今後はこの方針に基づき、企業価値向上の成果を還元させて頂くことで、更に株主の皆様に支援して頂けるよ

う、企業価値の一層の充実を図りたいと考えており、配当性向を平成26年３月期（平成25年度）から３年間で概

ね30％程度まで高めることを目標としております。

EDINET提出書類

鴻池運輸株式会社(E04341)

四半期報告書

 5/26



③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

　当社は、平成25年８月30日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針

（以下「本プラン」といいます）を導入することにつき決定致しました。また、本プランの導入に関する承認議案

を平成26年６月25日開催の当社第74回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）に提出し、株主の皆様

のご承認をいただいております。

　本プランの詳細につきましては、当社ホームページ掲載の平成25年８月30日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入に関するお知らせ」

（http://www.konoike.net/news/detail.php?id=95）

をご参照下さい。

(Ⅰ) 本プラン導入の目的について

　本プランは、基本方針を踏まえ、（ⅰ）大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者（以下「大規模

買付者」といいます）に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の

確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、

（ⅱ）当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者

が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、（ⅲ）

株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によっ

て当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、導入されたもので

す。

(Ⅱ) 本プランの概要

(a) 対抗措置発動の対象となる行為

　次の①から③までのいずれかに該当する行為（但し、当社取締役会が予め承認をした行為を除きます）又は

その可能性のある行為（以下「大規模買付行為」と総称します）がなされ、又はなされようとする場合に、本

プランに基づき対抗措置が発動される場合があります。

①　当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の買

付けその他の取得

②　当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割

合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

③　当社の特定の株主が当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主

が当該特定の株主の共同保有者に該当することとなるような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当

該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が事実上共同ないし協調して行

動する関係を樹立する行為（但し、当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合が20％以上となる場

合に限ります）

(b) 大規模買付者に対する情報提供の要求

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提供してい

ただきます。

(c) 取締役会及び独立委員会による検討等

　当社取締役会及び独立委員会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買

付けが行われる場合には60日間（初日不算入）、それ以外の場合には90日間（初日不算入）の期間を、当社取

締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間として設定し、当社

取締役会は、当該取締役会評価期間内において、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観

点から、大規模買付者の大規模買付行為に関する提案等の評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付

者との交渉を行うものと致します。

　また、独立委員会も上記と並行して大規模買付者からの提案等の評価及び検討等を行います。

(d) 独立委員会の勧告及び取締役会による決議

（ⅰ）大規模買付ルールが遵守されなかった場合

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく当社株券等の大規模買付行為を開始し

たものと認める場合には、原則として、当社取締役会に対して、所要の対抗措置を発動することを勧告で

きるものと致します。この場合、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の

事情がない限り、独立委員会の上記勧告を最大限尊重の上、所要の対抗措置を発動することと致します。

（ⅱ）大規模買付ルールが遵守された場合

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者による大規模買付行為ないし

その提案内容の検討と、大規模買付者との協議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によっ

て、大規模買付者が総体としていわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認めら

れる者に該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべきでない旨の勧告

を行います。

　他方、独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者による大規模買付行為

ないしその提案の内容の検討、大規模買付者との協議・交渉等の結果、同委員会がその現任委員の全員一

致により対抗措置不発動の勧告を行うべき旨の判断に至らなかった場合には、対抗措置の発動につき株主

総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告するものと致します。その場合、当社取締役会は、対抗措

置の発動についての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施するものと致します。当該株主
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総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の皆様の議決権の過半数によって決するもの

と致します。

(e) 取締役会の決議

　当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立委員会の勧告

を最大限尊重し、又は上記株主総会の決議に従って、対抗措置の発動又は不発動に関する決議を、遅滞なく行

うものと致します。

　なお、大規模買付者は、当社取締役会が本プラン所定の手続に従って対抗措置を発動しない旨の決議を行っ

た後でなければ、大規模買付行為を実行してはならないものと致します。

(f) 本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までと致します。但し、かかる有効期間前であっても、（ⅰ）当社取締役会若しくは当社

株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合又は（ⅱ）独立委員会が全員一致で本プランを

廃止する旨決議した場合には、本プランはその時点で廃止されるものと致します。

（Ⅲ) 本プランの合理性

(a) 政府指針、金融商品取引所の諸規則に則っていること

　本プランは、会社法をはじめとする企業法制、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業

価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①　企業価値・株

主共同の利益の確保・向上の原則、②　事前開示・株主意思の原則、③　必要性・相当性確保の原則）を以下

のとおり充足しております。また、本プランは、東京証券取引所が平成18年３月７日に発表した「買収防衛策

の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及び同取引所の諸規則等に則

り、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏

まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合

理性を有するものです。本プランは、株主の皆様の権利内容やその行使、当社株式の市場への影響等について

十分な検討を重ねて整備したものです。

(b) 企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上

　本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のため

の期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断され

ること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主

の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、

もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的とするものです。

(c) 事前の開示

　当社は、株主及び投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択の機会を確

保するために、本プランを予め開示するものです。

(d) 対抗措置の発動に際して原則として株主の皆様のご意思を確認するプランであること

　本プランは、大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が開始された状況下で独立委員会が本新株予約権

の無償割当てその他の対抗措置の発動を勧告する場合、及び独立委員会がかかる対抗措置の不発動の勧告をす

る場合を除き、大規模買付者による大規模買付行為に対する本新株予約権の無償割当て等の対抗措置発動の是

非について株主総会を開催することによって、株主の皆様のご意思を直接確認することを内容としておりま

す。

　本プランは、このように、株主の皆様のご意思を確認した上で対抗措置を発動するものであるため、本プラ

ンの導入に際して株主総会の承認を得ることは必ずしも必要ではないと考えております。しかしながら、当社

取締役会は、株主の皆様のご意思を尊重する観点から、本株主総会において本プランの導入につき株主の皆様

の賛否を問い、本プランの導入が否決された場合には本プランを廃止することとしております。

(e) 本プランが１回の株主総会決議を通じて廃止可能であること

　当社取締役の任期は１年であり、１回の株主総会における通常決議による取締役の選解任を通じた取締役会

の決議又は株主総会における本プラン廃止の通常決議により本プランを廃止することが可能です。

(f) 独立委員会の判断の重視

　本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するため

に、独立委員会を設置し、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動又は不発動等について、当社の

業務執行を行わず独立性を有している社外役員及び外部有識者から構成される独立委員会が勧告を行うことと

しております。

　そして、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置について、独立委員会から不発動の勧告がなされた場

合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、当該勧告に

従って、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を発動しない旨の決議を行うものとされております。

(g) ガイドラインの設定

　当社は、本プランに係る各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がなされることを防止し、

また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、ガイドラインを設けていま

す。当該ガイドラインの制定により、対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が客

観性・透明性の高いものとなり、本プランにつき十分な予測可能性が付与されることになります。

(h) デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、上記(e)記載のとおり、当社の株主総会又は株主総会において選任された取締役により構成され

る取締役会によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策）又はスローハンド型買収防衛策（取締役会
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の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありま

せん。

④上記②の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値又は株主の皆様共

同の利益を確保・向上させるための取組みとして、上記②の取組みを実施しております。これらの取組みの実施を

通じて、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていく

ことにより、当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態を防ぐことができる

と考えられ、上記②の取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであると考えております。

　したがいまして、上記②の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様共同の利益を損なうもの

ではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

⑤上記③の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　上記③(Ⅰ)及び(Ⅲ)(b)等に記載のとおり、本プランは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・

向上を目的として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組みの一つとして導入されたものであります。また、上記③(Ⅲ)記載のとおり、本プランの合理

性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。

　したがいまして、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様共同の利益を損なうもので

はなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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(4) 研究開発活動

　重要な記載事項はありません。

 

(5) 主要な設備

　前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当

第１四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。

①新設計画の追加

会社名 所在地 セグメントの名称 設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額

(百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了

提出会社
岡山市

南区

複合ソリューション

事業

土地・物流セン

ター設備
1,740 －

自己資金及び

借入金

平成26年

７月

平成28年

１月

（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．完成後の能力増加については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 132,917,764

計 132,917,764

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 28,449,601 28,449,601
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 28,449,601 28,449,601 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 28,449 － 1,688 － 896

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　　　　　－ － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　28,448,000 284,480 －

単元未満株式 普通株式　　　 1,601 － －

発行済株式総数        　28,449,601 － －

総株主の議決権 － 284,480 －

（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,054 20,611

受取手形及び売掛金 39,304 41,467

有価証券 10 10

未成工事支出金 21 57

貯蔵品 1,013 890

繰延税金資産 2,427 2,927

その他 2,945 3,601

貸倒引当金 △80 △86

流動資産合計 64,695 69,478

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 91,827 94,186

減価償却累計額 △54,970 △57,165

建物及び構築物（純額） 36,856 37,020

機械装置及び運搬具 45,359 46,914

減価償却累計額 △38,234 △39,642

機械装置及び運搬具（純額） 7,125 7,271

土地 38,831 39,918

リース資産 2,915 2,883

減価償却累計額 △1,014 △1,071

リース資産（純額） 1,900 1,812

建設仮勘定 ※３ 3,588 ※３ 3,869

その他 6,705 6,743

減価償却累計額 △5,663 △5,746

その他（純額） 1,042 996

有形固定資産合計 89,344 90,890

無形固定資産 2,778 4,154

投資その他の資産   

投資有価証券 7,931 8,707

長期貸付金 346 340

繰延税金資産 4,691 3,112

退職給付に係る資産 50 57

その他 4,764 5,108

貸倒引当金 △234 △246

投資その他の資産合計 17,550 17,079

固定資産合計 109,672 112,125

資産合計 174,367 181,603
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,528 13,922

短期借入金 2,734 2,770

コマーシャル・ペーパー － 3,000

1年内償還予定の社債 6,000 6,000

1年内返済予定の長期借入金 1,962 2,841

未払費用 8,477 10,575

未払法人税等 1,900 1,694

その他 10,039 11,506

流動負債合計 44,642 52,310

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 18,169 17,194

繰延税金負債 406 569

再評価に係る繰延税金負債 2,355 2,355

退職給付に係る負債 18,026 15,273

役員退任慰労金引当金 1,911 1,898

その他 3,858 3,736

固定負債合計 54,727 51,027

負債合計 99,370 103,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,688 1,688

資本剰余金 755 755

利益剰余金 75,287 78,408

自己株式 △0 △0

株主資本合計 77,731 80,852

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,834 2,189

土地再評価差額金 △4,767 △4,767

為替換算調整勘定 459 181

退職給付に係る調整累計額 △1,898 △1,832

その他の包括利益累計額合計 △4,372 △4,229

少数株主持分 1,638 1,641

純資産合計 74,997 78,265

負債純資産合計 174,367 181,603
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 56,810 59,252

売上原価 51,925 53,947

売上総利益 4,884 5,305

販売費及び一般管理費 2,880 2,837

営業利益 2,004 2,468

営業外収益   

受取利息 19 23

受取配当金 132 73

投資有価証券評価損戻入益 66 40

その他 50 56

営業外収益合計 267 194

営業外費用   

支払利息 125 100

その他 17 22

営業外費用合計 143 122

経常利益 2,129 2,540

特別利益   

固定資産売却益 11 14

特別利益合計 11 14

特別損失   

固定資産除売却損 60 18

その他 25 －

特別損失合計 85 18

税金等調整前四半期純利益 2,054 2,536

法人税、住民税及び事業税 522 1,665

法人税等調整額 208 △607

法人税等合計 731 1,057

少数株主損益調整前四半期純利益 1,323 1,478

少数株主利益 5 30

四半期純利益 1,317 1,448
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,323 1,478

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 335 360

為替換算調整勘定 906 △299

退職給付に係る調整額 － 66

その他の包括利益合計 1,241 127

四半期包括利益 2,564 1,606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,491 1,591

少数株主に係る四半期包括利益 73 15
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、九州産交運輸株式会社及びAnpha-AG Joint Stock Companyを株式取得により

子会社化したため、九州産交運輸株式会社と同社子会社である株式会社産交運輸物流サービスならびにAnpha-AG

Joint Stock Companyの３社を連結の範囲に含めております。

　なお、九州産交運輸株式会社と同社子会社である株式会社産交運輸物流サービスならびにAnpha-AG Joint

Stock Companは、平成26年６月30日をみなし取得日としたため、当第１四半期連結会計期間は、貸借対照表のみ

を連結しております。

 

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の運用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤

務期間に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一

の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が3,542百万円減少し、利益剰余金が2,099

百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ38百万円減少しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

(1)銀行借入金に対する債務保証

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

青海流通センター㈱

（当社の他14社による連帯保証、

総額402百万円）

11百万円

青海流通センター㈱

（当社の他14社による連帯保証、

総額357百万円）

10百万円

大阪港総合流通センター㈱

（当社の他７社による連帯保証、

総額503百万円）

76

大阪港総合流通センター㈱

（当社の他７社による連帯保証、

総額457百万円）

69

神戸港島港運協同組合

（佐野運輸㈱の他３社による連帯

保証、総額264百万円）

66

神戸港島港運協同組合

（佐野運輸㈱の他３社による連帯

保証、総額278百万円）

69

協同組合東京海貨センター 12 協同組合東京海貨センター 11

従業員 1 従業員 1

計 167 計 161

 

２　偶発債務

　当社の連結子会社のうち１社が加入する愛知県トラック事業厚生年金基金は、平成26年２月27日開催の代議

員会にて特例解散の方針を決議しております。また、当社の連結子会社のうち１社が加入する熊本県トラック

運送厚生年金基金は、平成26年２月21日開催の代議員会にて特例解散の方針を決議しております。

　ただし、愛知県トラック事業厚生年金基金ならびに熊本県トラック運送厚生年金基金の代議員会における解

散決議及び厚生労働省の認可の時期は未定であり、解散に伴う費用の金額については、現時点では不確定要素

が多いため合理的に金額を算出することは困難であります。

 

※３　圧縮記帳額

　都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により有形固定資産の取得価額から直接

減額している圧縮記帳額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

建設仮勘定 411百万円 411百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 1,602百万円 1,482百万円

のれんの償却額 40 40

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月15日

取締役会
普通株式 284 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額10円00銭には、上場記念配当5円00銭が含まれております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月14日

取締役会
普通株式 426 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末
日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損

益計算書計上

額（注）３ 
複合ソリュー

ション事業
国内物流事業 国際物流事業 合計

売上高         

外部顧客への

売上高
36,992 12,328 7,489 56,810 0 56,810 － 56,810

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

303 572 22 898 19 917 △917 －

計 37,296 12,900 7,511 57,709 19 57,728 △917 56,810

セグメント利益 2,906 130 334 3,371 7 3,379 △1,374 2,004

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの資産運用業務等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,374百万円には、セグメント間取引消去18百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△1,393百万円が含まれております。全社費用は、当社の本社総務部門等管理部門に係る費用

であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

 

　（のれんの金額の重要な変動）

　　重要な変動はありません。

 

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損

益計算書計上

額（注）３ 
複合ソリュー

ション事業
国内物流事業 国際物流事業 合計

売上高         

外部顧客への

売上高
38,581 12,832 7,838 59,252 0 59,252 － 59,252

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

283 578 24 886 23 909 △909 －

計 38,864 13,411 7,863 60,138 23 60,162 △909 59,252

セグメント利益 3,196 297 340 3,834 10 3,844 △1,375 2,468

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの資産運用業務等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,375百万円には、セグメント間取引消去△７百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,367百万円が含まれております。全社費用は、当社の本社総務部門等管理部門に係る費用

であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

 

　（のれんの金額の重要な変動）

　　当第１四半期連結累計期間において、九州産交運輸株式会社及び同社の子会社である株式会社産交運

輸物流サービスを連結子会社としたことにより、複合ソリューション事業で773百万円のれんが増加し

ております。また、当第１四半期連結累計期間において、Anpha-AG Joint Stock Companyを連結子会社

としたことにより、国際物流事業で288百万円のれんが増加しております。

 

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

１.株式取得による九州産交運輸株式会社の子会社化

　当社は、平成26年５月１日付で、トールエクスプレスジャパン株式会社が保有する九州産交運輸株式会社の

全株式（発行済株式の100.0％）を取得いたしました。これに伴い、九州産交運輸株式会社の子会社である株

式会社産交運輸物流サービスも当社の子会社（孫会社）となります。

 

(1)企業結合の概要

①被取得企業の名称及び事業の内容

(イ) 名称 九州産交運輸株式会社

 事業内容 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業（鉄道・航空）、倉庫業、通関業等

 

(ロ) 名称 株式会社産交運輸物流サービス

 事業内容 一般貨物自動車運送事業、生保・損保保険代理店業

 

②企業結合を行った主な理由

　当社の成長戦略における重点分野の１つである医療関連事業の強化を主たる目的にしたもので、九州産交運

輸株式会社がもつ医薬品輸送の技術及び実績と、当社がこれまで推進してきた院内物流や医療機器物流といっ

たサービスを組み合わせることで、より効率的な医療物流モデルを構築していくことを目指してまいります。

 

③企業結合日

　平成26年６月30日（みなし取得日）

 

④企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式の取得

 

⑤結合後企業の名称

　九州産交運輸株式会社

　株式会社産交運輸物流サービス

 

⑥取得した議決権比率

　100.0％

 

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社が、現金を対価として全株式を取得したためであります。

 

(2)四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成26年６月30日をみなし取得日としているため、当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書

には、被取得企業の業績は含まれておりません。

 

(3)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 株式の対価 2,006百万円

取得に要した費用 アドバイザリー費用等 51百万円

取得原価  2,057百万円

 

(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

　773百万円

②発生原因

　取得原価が、被取得企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した額（純額）を上回ることにより発生

しております。

③償却方法及び償却期間

　７年間にわたる均等償却
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２.株式取得によるAnpha-AG Joint Stock Companyの子会社化

　当社は、平成26年６月11日付で、当社ならびに当社の100％子会社であるコウノイケ・シッピング株式会社

及びKONOIKE TRANSPORT AND ENGINEERING(H.K.)LIMITED.と共同でベトナムのAnpha-AG Joint Stock Company

の全株式（発行済株式数の100.0％）を取得いたしました。

 

(1)企業結合の概要

①被取得企業の名称及び事業の内容

 名称 Anpha-AG Joint Stock Company

 事業内容 冷凍冷蔵食品の入出庫・保管

 

②企業結合を行った主な理由

　当社の成長戦略における重点分野の１つである定温物流サービスの強化を主たる目的にしたもので、当社グ

ループがベトナムで培ってきた20年の事業基盤の上にAnpha-AG Joint Stock Company社の実績を併せ持つこと

により、ベトナム国内での倉庫事業及び輸送事業の拡大や輸出入事業の取り込みを図るとともに、当社が日

本・米国・タイ・中国に保有する冷凍冷蔵倉庫や、各国の国際物流拠点と連携した一貫輸送サービスの提供と

いった当社グループの総合力を生かした顧客サービスの充実を目指してまいります。

 

③企業結合日

　平成26年６月30日（みなし取得日）

 

④企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式の取得

 

⑤結合後企業の名称

　Anpha-AG Joint Stock Company

 

⑥取得する議決権比率

　100.0％（間接所有割合2.0％を含む）

 

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社及び当社の100％子会社が、現金を対価として全株式を取得したためであります。

 

(2)四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成26年６月30日をみなし取得日としているため、当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書

には、被取得企業の業績は含まれておりません。

 

(3)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 株式の対価
50,910

246

百万ＶＮＤ

百万円

取得に要した費用 アドバイザリー費用等 74百万円

取得原価  321百万円

１ＶＮＤ＝0.0047円（平成26年６月30日現在）で換算しております。

 

(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

　288百万円

②発生原因

　取得原価が、被取得企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した額（純額）を上回ることにより発生

しております。

③償却方法及び償却期間

　14年間にわたる均等償却
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 46円31銭 50円90銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,317 1,448

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,317 1,448

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,449 28,449

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成26年５月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・426百万円

　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・15円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成26年６月26日

（注）平成26年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

EDINET提出書類

鴻池運輸株式会社(E04341)

四半期報告書

24/26



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 
    平成26年８月12日
     

鴻池運輸株式会社     

取締役会　御中     
    
     

 
 

 有限責任監査法人トーマツ
 

     
     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉村　祥二郎　　印

     
     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 目細　実　　　　印

     
     
     
 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鴻池運輸株
式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１
日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係
る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及
び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期
連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連
結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの
基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施され
る質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、鴻池運輸株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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